
 

 

 

◎建築物の確認申請及び計画通知等の手数料                           平成 27 年 6 月 1 日施行 

床面積の合計 

確認申請及び

計画通知   

手数料 

完了検査手数料 
中間検査 

手数料 
中間検査なし 中間検査あり 

３０㎡以内のもの ７，０００ １４，０００ １３，０００ １３，０００ 

３０㎡を超え、   １００㎡以内のもの １３，０００ １７，０００ １６，０００ １６，０００ 

１００㎡を超え、    ２００㎡以内のもの ２０，０００ ２３，０００ ２２，０００ ２２，０００ 

２００㎡を超え、    ５００㎡以内のもの ２８，０００ ３２，０００ ３０，０００ ２８，０００ 

５００㎡を超え、  １，０００㎡以内のもの ４８，０００ ５３，０００ ５２，０００ ４９，０００ 

１，０００㎡を超え、  ２，０００㎡以内のもの ７１，０００ ７４，０００ ６９，０００ ６６，０００ 

２，０００㎡を超え、 １０，０００㎡以内のもの ２０７，０００ １７８，０００ １６１，０００ １４７，０００ 

１０，０００㎡を超え、 ５０，０００㎡以内のもの ３１１，０００ ２６０，０００ ２５２，０００ ２２２，０００ 

５０，０００㎡を超えるもの ５３１，０００ ４５５，０００ ４４５，０００ ４０７，０００ 

単位  円 

〈建築申請手数料〉 

・ 建築物を建築する場合は、その建築する床面積で算定します。 

・ 建築物を移転し、大規模の修繕若しくは大規模な模様替え又は用途を変更する場合は、工事に係る部分の床面 

積の１／２で算定します。 

・ 確認を受けた建築物の計画を変更する場合（移転する場合を除く。）は、計画の変更に係る部分の床面積の１／２

で算定します。ただし、床面積が増加する部分にあっては、増加する部分の床面積で算定します。 

・ 確認を受けた建築物の計画を変更して、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又 

はその用途を変更する場合は、計画の変更に係る部分の床面積の１／２で算定します。 

 

 

〈完了検査手数料〉 

・ 建築物を建築した場合は、その建築する床面積で算定します。 

・ 建築物を移転、大規模の修繕又は大規模な模様替えをした場合は、工事に係る部分の床面積の１／２で算定しま

す。 

 

 

〈中間検査手数料〉 

・ 建築物の中間検査対象床面積で算定します。 

 

 

 

 

◎建築設備・工作物の確認申請及び計画通知等の手数料 

 確認審査手数料 完了検査手数料 

昇降機（エレベーター、エスカレーター） １１，０００（７，０００） １６，０００ 

遊戯施設及び工作物 １１，０００（６，０００） １２，０００ 

単位  円 

・ （   ）内は確認を受けた建築設備、工作物の計画を変更して設置又は築造する場合の手数料です。 


